
- 75 - 

4-3-3.都市計画道路の見直し方針 

（１）基本的考え方 

コンパクトな都市づくりを支える交通体系を構築するため、都市計画道路の各路線の役割を明

確にした上で、既存の道路基盤を有効に活用することを重視し、都市づくりに関する多様な視点

から、整備すべき道路、維持すべき道路などを検討し、都市計画道路の見直しを行います。 

 

（２）見直し方針 

「４つの放射軸」「都市環状軸」に位置づけられた主要幹線街路、都市幹線街路は存続し、補

助幹線街路（一部都市幹線街路含む）は路線の必要性、将来交通量、整備に必要な事業費、造成

事業の難易等の整備に当たっての課題を勘案し、以下の図の流れに沿って、存続、変更、廃止(※)

を判断します。 

※「廃止」とは都市計画変更を行って都市計画道路の位置づけを廃止することであり、廃道（道路自体を廃止

すること）ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.13 滝川圏都市計画道路見直しの流れ ／資料：滝川都市交通マスタープラン 

路線の必要性の検討

①都市機能拠点や地域交流拠点へのアクセス性への影響や路線廃止
にともなう代替路線の確保の視点による検討

②見直しによる、都市計画道路網形成上の支障の有無による検討

将来交通量の検討

①平成４２年の将来交通需要推計から導き出される、見直し対象路線
の将来交通量を基に混雑度等の指標による検討

②現道が存する場合、見直し時の将来交通量推計結果を踏まえた支障
の有無による検討

道路網密度による検証

計画変更路線においては、道路構造令や道路事業設計要領等に基づい

た適切な断面構成を検討

路線の実現性の検討

①鉄道立体交差事業について費用対効果の視点から検討
②土地形状や用地補償費等の視点による検討

Ⅲ．計画変更路線の断面構成の検討

滝川圏の都市計画道路見直し素案の作成

①滝川圏を主要幹線街路及び都市幹線街路を外郭とした、約１ｋｍ四方

を基本とした２０地区に分類。
②各地区のエリア内を土地利用形態で分類（住居系、商業系、工業系）
し、各エリアの現況、都市計画道路全整備時、見直し時それぞれに
ついて道路網密度を算出。

③現況の道路網密度を、滝川圏の標準的な道路網密度に設定し、各地区

の密度が標準値を上回れば、見直しに問題は無いと判断。
各地区の道路網密度が標準値を下回る場合には、個別に見直しの方向

性を判断。

①滝川圏の各種上位計画を整理し、滝川圏の道路交通網の基本理念を設定
②整理された上位計画や基本理念を踏まえ、滝川圏の骨格道路網を設定。
骨格道路網については計画とおりの整備推進を基本的な方向性とする

Ⅰ．滝川圏の都市計画道路見直しの方向性の検討

滝川圏都市計画道路見直しの流れ

Ⅱ．滝川圏の都市計画道路見直し検討
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◆考慮事項 

・安全性と環境の調和などを考慮 

・各交通手段が適切に役割分担し土地利用のあり方と一体となるよう総合的に検討 

・都市交通におけるニーズの高度化・多様化に対し、情報化社会に対応したマネジメントを含め

総合的な視点で交通施設の整備を検討 

 

◆判断基準 

①見直し対象とする都市計画道路は、計画決定後３０年以上未着手で、今後１０年以内に事業着

手する見込みのない区間を基本とする 

②計画決定後３０年未満の路線であっても沿道の土地利用との一体的な見直し等を踏まえ、必要

に応じ見直しを行う 

③都市計画道路は、道路網としての検討を行った上、必要性や変更理由を明らかにする 

 ※上記①、②は都市計画道路の見直しガイドライン（Ｈ19 年、北海道）に基づく 

 

（３）見直しの経緯 

平成１９年度 都市計画道路の見直しガイドライン（北海道）策定 

平成２０年度 交通量調査（北海道） 

 滝川都市計画道路見直し検討協議会（第１回、第２回） 

平成２１年度 滝川都市計画道路見直し検討協議会（第３回、第４回） 

滝川都市計画道路見直しに係る報告書作成 

  平成２２年度 都市交通マスタープラン策定、都市計画変更に係る地元説明 

  平成２３年度 都市計画変更に係る地元説明、都市計画変更手続 

  平成２４年度 都市計画決定（変更） 
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（４）整備方針 

（１）～（３）を踏まえて検討を行った見直し方針は以下の図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.14 都市計画道路見直し案 ／資料：滝川都市交通マスタープラン 

 

（５）整備計画 

本市の都市計画道路については、4-3 道路体系の施策の実現を図るため、都市計画道路の見直し

を行います。「滝川市都市計画マスタープラン」同様、新たに 20 年後の交通網の将来像を示すと

ともに、広域交通ネットワーク及び都市内交通ネットワークの形成に向けた目標（整備計画）年次

を平成 32 年とし、必要に応じて見直しを行います。 

また、都市計画道路の整備に当たっては、都市計画決定（変更）後、地域の現況等を考慮し、優

先度や選定基準等を判断しながら整備プログラムを作成し、計画的な整備を図ります。 

 

■おおむね 10年以内に整備着手を目指す都市計画道路 

・大通（国道 12 号 北滝の川～江部乙町十三丁目区間） 

・十二丁目通（道道江部乙赤平線） 

・二丁目通（黄金町東～国道 12 号交点区間） 

・西二号通（泉町区間） 

・西泉通（西二号通～扇町区間） 

・三丁目通（国道 12 号交点～泉町区間） ※ＪＲ函館本線との立体交差を含めて検討 
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■課題を検証し整備着手を目指す都市計画道路 

・東大通（国道 38 号 東滝川区間） 

・中央通（花月町～明神町区間） 

・一丁目通（泉町区間） 

・西一号通（本町区間） 

 

その他、未整備区間については、都市計画の見直し、財政状況、整備手法を含め整備の方向性に

ついて検討し、早期整備を目指します。 

 

 

4-4.公共交通の施策 
 

（１）基本的考え方 

今後の「エコ・コンパクトシティ」の実現に向けて公共交通は重要な要素となり、公共交通拠

点（バス路線、鉄道駅）周辺に都市機能の集約を図り、暮らしやすい都市づくりを目指します。 

また、環境にやさしい都市の側面では二酸化炭素の抑制に寄与し、コンパクトな都市の側面で

は都市生活における利便性を高めます。そのため、既存の公共交通の維持・活用、多様な交通手

段の確保など、公共交通の利用促進、利便性向上を推進します。 

 

（２）整備方針 

①鉄道 

道内主要都市を結ぶＪＲ根室本線、ＪＲ函館本線の２本の鉄道は、滝川市内の３つのコンパク

トタウンを結ぶ重要な移動手段でもあり、利用者の利便性向上と滝川駅等を交流拠点として市内

外の多様な交流を促進します。また、二酸化炭素の排出が少ない移動手段であることから、さら

なる利用促進を図ります。 

・駅舎の改築の促進（滝川、江部乙、東滝川） 

・駅前広場の整備促進（滝川、江部乙、東滝川） 

・パークアンドトレインの推進のための駐車場整備の検討 

・ＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）※(図 4.15 参照)の導入検

討など、新たな公共交通システムの検討促進（根室本線、函館

本線、丸加高原を結ぶ循環ルートなど） 

図 4.15 ＤＭＶ ／資料：JR北海道 

    
 

                                           
※ＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）：列車が走るための軌道と自動車が走るための道路の双方を走ることが出来る車両のこと 
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②バス 

バスは、都市内外を結ぶ公共交通の中心的役割を担っており、また、路線バスは、「エコ・コ

ンパクトシティ」の基軸となります。そのため、新たな都市構造に適合したバス路線網の再編を

促進し、バス利用者の増加を図るためにさらなる利便性向上を進めます。また、停留所はコミュ

ニティ街区内の身近な交流拠点として必要に応じて整備を行い、地域コミュニティの維持、再構

築に寄与するものとします。 

・民間バス会社のバスサービス水準の維持・確保に関する検討 

・既存バス路線の維持、ダイヤ・路線の見直しに関する民間への要望 

・バスの低床化の促進 

・コミュニティ拠点内のバス停留所の整備 

 

③新たな公共交通 

都市の環境負荷低減、高齢化への対応において、より市民に身近な移動手段として、既存の鉄

道、バス交通に加えて新たな公共交通の導入を検討します。 

・乗り合いタクシー等の導入検討 

・スクールバス、病院専用バス等の多目的な利用 

・地域内での高齢者の移動支援の仕組みづくり 

・カーシェアリング※の導入 

・公用車をはじめとするエコカーの導入促進 

・自動車規制エリアの導入検討 

 

 

                                           
※カーシェアリング：1 台の自動車を複数の会員が共同で利用する自動車の新しい利用形態。 
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4-5.自転車・歩行者交通 
 

（１）基本的考え方 

環境負荷低減、高齢社会への対応、コミュニティ形成において、歩いて日常の利便施設へアク

セスできるなど、自転車・歩行者交通は重要な要素となります。そのため、自転車・歩行者ネッ

トワークの形成、歩行空間のバリアフリー化、歩行空間とコミュニティ空間の一体整備など、自

転車・歩行者交通の充実を図ります。 

 

（２）整備方針 

・ＪＲ滝川駅・バスターミナル及び生活利便施設間を連絡する道路、公共公益施設等のバリアフ

リー化整備（交通バリアフリー基本構想の策定） 

・ＪＲ滝川駅へのアクセス向上とバリアフリー化を図るため、道道滝川停車場線及び滝川駅前広

場の整備促進（関係機関と協議等） 

・都市幹線街路における円滑な歩行空間の整備 

・歩道のバリアフリー化の促進(図 4.16 参照) 

・広場、休憩所の整備 

・地域に適した道路整備水準の検討（道路構造令の地方裁量） 

・駐輪場の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.16 歩道のバリアフリー化のイメージ ／資料：国土交通省 

 

視覚障害者誘導用ブロックの設置

歩道の段差・傾斜・勾配の改善

歩行者案内標識の設置 電線類の地中化などを進めながら幅の広い歩道を整備
植樹帯、並木、柵などの整備
休みながら歩ける施設の整備

放置自転車対策として駐輪場の整備

立体横断施設へのエレベーターの設置

バスに乗りやすい歩道の高さの確保

・出入り口の段差の解消
・エレベーターの設置
・点字や音声による路線・運賃案内
・車椅子スペースの確保された車両の導入

・音声信号機の整備
・違法駐車・駐輪の取締り強化
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◆自転車・歩行者ネットワーク整備方針図 

 



- 82 - 

4-6.道路景観 
 

（１）基本的考え方 

滝川市を特徴づける４放射１環状の都市軸を中心とする道路景観の体系を位置づけ、周囲の田

園景観や自然景観に調和するように、街路樹等の整備や沿道の建築物・広告等の景観マネジメン

トを行います。 

 

（２）整備方針 

・街路樹の整備 

・緑花樹等配布事業 

・広告・看板類の規制誘導 

・電線類の地中化 

 

 

 

 

 

 

 

4-7.道路の維持管理 
 

（１）基本的考え方 

コンパクトな都市づくりの方向性に基づき、舗装や橋梁、附帯施設の維持管理、冬期の除雪な

ど、道路の役割に応じた適切な維持管理を行っていきます。また、限られた財源の中で、ライフ

サイクルコストを考慮した効率的、効果的な維持管理を実施し、維持管理基準の再検討や住民と

協働で実施する取組を検討するなど、住民の満足度の維持、向上を図ります。 

 

（２）整備方針 

・橋梁の長寿命化計画の作成 

・日常点検、定期点検、計画的な補修等の実施 

・除雪機械の適切な更新と民間への貸与 

・冬期路面の凍上対策 

・中心市街地活性化基本計画に基づく「冬の生活支援事業」（流雪溝管理運営事業、市道排雪モ

デル補助事業） 

 

図 4.17 緑花樹等配布事業 




